
９
　
関
係
文
献

西
藤
清
秀

。
見
須
俊
介

「奈
良
市
興
福
寺
旧
境
内
」
令
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報

一
九
九
三
年
度
』

一
九
九
四
年
）

（８．‐
７
・９　観顕熱
新
）

▲冨
生
ロ

団
体
会
員
制
の
導
入
に
つ
い
て

本
会
は
従
来
、
会
員
と
し
て
個
人
の
み
を
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

発
掘
調
査
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
も
広
く
入
会
を
求
め
る
た
め
、

委
員
会
を
中
心
に
団
体
会
員
制
の
導
入
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
日
の
第

一
七
回
木
簡
学
会
総
会
に
お
い
て

会
則
第
五
条
第

一
項

。
第
二
項
の
改
正
が
承
認
さ
れ
、
団
体
会
員
制
を
導

入
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

（改
正
後
の
新
会
則
は
本
号
一
九
六
買
に
掲

載
）。団
体
会
員
制
の
運
用
は
次
の
通
り
と
し
ま
す
。
対
象
と
す
る
団
体
は
、

各
自
治
体
の
教
育
委
員
会
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
発
掘
調
査
を

行
な
う
機
関
と
し
、
機
関
と
し
て
入
会
す
る
こ
と
が
事
務
的
に
困
難
な
場

合
に
は
任
意
団
体
と
し
て
加
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

団
体
の
権
利
義
務
は
個
人
と
同
じ
と
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、　
一
団
体
で
会

費
は
個
人
と
同
額
、
大
会
参
加
者
は

一
名
、
議
決
権
は

一
票
で
す
。
入
会

申
し
込
み
も
個
人
と
同
じ
く
毎
年
二
月
末
締
切
と
し
ま
す
。
申
込
用
紙
の

請
求
な
ど
、
詳
細
は
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。




